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1. 自然公園法に基づく公園に関する動向
① 利用者の推移
2016年の自然公園全体の利用者数は8億9,501万人（前年
比99.5％）でほぼ横ばいであった（図Ⅳ-9-1）。これを公園種
別に見ると国立公園（34か所）は3億5,916万人（同99.3％）、
国定公園（57か所）は2億9,039万人（前年比100.5％）、都
道府県立自然公園（311か所）は2億4,546万人（前年比
98.8％）であった（図Ⅳ-9-1）。個別の国立公園ごとに見ると、
10％以上の増減があったのは、釧路湿原国立公園（82％）、
三陸復興国立公園（84％）、阿蘇くじゅう国立公園（68％）となっ
た。

国立公園に関しては、外国人利用者数の推計も行われて
いる。環境省によると、2016年の外国人利用者数は5,457千
人であった（表Ⅳ-9-1）。そのうち、最も多い国立公園は、
富士伊豆箱根国立公園の2,577千人、次に支笏洞爺国立公
園の827千人、阿蘇くじゅう国立公園の675千人であった。

②新規指定及び公園区域の拡張
● 「阿寒国立公園」が「阿寒摩周国立公園」へ名称変更
2017年6月13日付けで中央環境審議会より答申を受け、8月8

日付けで「阿寒国立公園」は「阿寒摩周国立公園」へと名
称が変更された。
同国立公園のうち、摩周カルデラ北側外輪山山麓に位置
する神の子池は、同公園外の北側に位置し、優れた自然景
観を有するとともに、多くの利用者が訪れる景勝地となってお
り、それら自然景観の保護及び適正な利用の増進を図るた
め、神の子池周辺を特別地域として、摩周カルデラ北側外
輪山に至る集水域一帯を普通地域として、今回同国立公園
に編入。また、摩周湖北側外輪山については、摩周湖特別
保護地区を取り囲むエリアの保護規制計画の充実を図ること
とされている。
公園の名称変更はこれら変更に併せて行われて行われた

ものであり、また今回の名称変更に併せて、阿寒国立公園
管理事務所を阿寒摩周国立公園管理事務所に名称変更さ
れた。

③国立公園満喫プロジェクト
●有識者会議
環境省は、2016年3月30日に政府がとりまとめた「明日の日本

を支える観光ビジョン」に基づき、日本の国立公園を世界水
準の「ナショナルパーク」としてのブランド化を図ることを目標に、
「国立公園満喫プロジェクト」を実施している。環境省は、
2016年7月の第3回会議議での議論を踏まえ、2020年までに訪
日外国人を惹きつける取り組みを計画的、集中的に実施する
8か所の国立公園を選定した（以下、先行8公園と呼ぶ）。選
定された国立公園では、公園ごとに地域協議会を設けて「国
立公園ステップアッププログラム2020」を策定し、取組を実施
中である。
2017年は、3回の有識者会議が開催され（表Ⅳ-9-2）、第6

回会議では、先行8公園を中心とした取り組み状況と今後の
予定が、次の9つに整理され報告された。（1）国立公園の管
理体制強化、（2）質に関する指標開発、（3）民間事業者等
との連携、（4）公共施設の民間開放、（5）上質なホテルの
誘致、（6）野営場の改革、（7）引き算の景観改善、（8）利
用料等を保全に還元する仕組み、（9）プロモーション。
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表Ⅳ-9-1 国立公園の訪日外国人利用者数
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図Ⅳ-9-1 自然公園の利用推移（2007-2016年、10年間）

�¿�‰�•�×
µ�¬���s�b�;	�
:�Ð�¢���¥	²�£

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �¢�å �£

�¢�o�•�•
•
��£

�N�“Î�]�q�×
µ�¬�������¬�����q�¬��

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������



第
Ⅳ
編

観
光
地

170

●展開事業採択案件
先行8公園の成果や知見を他の国立公園にも波及させ、
更なるインバウンドの拡大や利用の質の向上を図るため、国
立公園満喫プロジェクト展開事業を実施するにあたり、プロジェ
クトの趣旨に沿ったインバウンド拡大及び利用の質の向上に向
けた事業として、（1）満喫メニューの充実、発信、（2）おも
てなしの地域づくり、（3）民間事業者の投資喚起に該当する
事業申請団体を公募。2017年11月に10団体を採択した（表Ⅳ
-9-3）。

● 『中部山岳国立公園南部地域利用推進プログラム
2020』の策定

中部山岳国立公園南部地域（主に上高地（槍・穂高含
む）、奥飛騨温泉郷、乗鞍高原、白骨・沢渡、乗鞍岳）では、
国立公園満喫プロジェクトの一環として行政や地元関係団体
等で構成する「中部山岳国立公園南部地域利用推進協議
会」を設置し、外国人観光客の誘客をはじめとする本地域の
国立公園利用の推進に向けて2020年度までの具体的な目標
や施策等を整理した『中部山岳国立公園南部地域利用推進
プログラム2020』を策定した。概要は以下の通りである（表Ⅳ
-9-4）。

● 国立公園管理事務所の設置
環境省は、日本の国立公園を世界水準の「ナショナルパー

ク」としてブランド化を図ることを目標として、現地の対応を強
化するため、国立公園満喫プロジェクトを先行実施する8公園
のうち5公園（阿寒摩周、十和田八幡平、日光、大山隠岐、
阿蘇くじゅう）において2017年4月に5カ所の国立公園管理事
務所を設置。そして2018年4月1日付で、先行8公園の一つで
ある霧島錦江湾国立公園の他、外国人利用者数が特に多く、
効果的な誘客が図れる公園として、全国3つの国立公園（支
笏洞爺、富士箱根伊豆、中部山岳）について既存の自然環
境事務所及び自然保護官事務所を再編し、体制を強化した。
同4箇所の国立公園管理事務所には、国立公園調整官（所
長）を順次配置するとともに、国立公園保護管理企画官、国
立公園利用企画官、国立公園管理官などを置くこととされて
いる。
更に、外国人利用者が多い瀬戸内海国立公園の一部を
管理する中国四国地方環境事務所高松事務所については、
国立公園保護管理企画官を配置するとともに、名称を高松
事務所から「四国事務所」に変更。また、中部山岳国立公
園管理事務所が新たに置かれる長野自然環境事務所につい
ても「信越自然環境事務所」と名称を変更した。

表Ⅳ-9-2 有識者会議の概要（資料）
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表Ⅳ-9-4 利用推進プログラムの概要
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表Ⅳ-9-3 国立公園満喫プロジェクト展開事業採択案件
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⑤その他
●ビジターセンター情報発信強化プロジェクト
国立公園満喫プロジェクトと連動して、利用者が国立公園

をより楽しめるようにするとともに、インバウンド増加につなげる
ことを目的として、2017年1月に環境副大臣のもと「ビジターセ
ンター情報発信強化プロジェクト」が発足。国立公園及び周
辺にある環境省直轄（65か所）のビジターセンターを対象に、
議論、専門家ヒアリングや現地調査といった6回の会合等を重
ねて、成果を取りまとめた。
公園の利用者の目線に立ち、国立公園に来る前の時点、
実際に国立公園のビジターセンターを訪れた時点、さらには
情報発信のための基盤整備、の3つに分けて整理し、それぞ
れ、①国立公園やビジターセンターに関する情報が事前により
わかりやすく、②ビジターセンターに寄って国立公園をより楽し
く、③ビジターセンターがより便利に、とのコンセプトを設定した。

2. エコツーリズム推進法に基づく動向
①エコツーリズム推進全体構想の認定
2017年2月7日付けで認定されたエコツーリズム推進全体構
想は4件（表Ⅳ-9-5）であり、これにより全体構想の認定は全
国で12件となった。

3. 世界自然遺産の動向
① 「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の記載
延期
日本政府は、2017年1月19日に「奄美大島、徳之島、沖縄
島北部及び西表島」（鹿児島、沖縄）を国連教育科学文化
機関（ユネスコ）に正式推薦することを決め、同年2月1日にユ
ネスコ世界遺産センターへ世界遺産推薦書を提出。同年10
月に、世界遺産委員会諮問機関（IUCN）は現地調査を実
施した。そして、その評価結果が、ユネスコ世界遺産センター
から通知され、世界遺産一覧表への「記載を延期」すること
が適当と勧告された。（その後の状況については翌年度）

4. 都市公園法に基づく公園の動向
①適正な入園料の検討に向けた動き
国土交通省では、国営公園等を訪れる入園者を2020年度

に4,800万人とすることを目指し、魅力的な施設整備の推進や
利用促進のためのソフト施策を展開している。2019年12月に
は、特にファミリー層を中心とした国営公園の利用促進を図る
ため、子ども料金の無料化や大人料金の見直しなどの入園
料改定に関する試行を2018年4月1日より一年間、全国12公
園において実施すると発表した（表Ⅳ-9-6）。
あわせて、試行等に関する利用者の意向把握・近傍の類
似施設の入園料等の実態把握を行うとともに、有識者による
会議を設置の上で、試行結果を検証し、それぞれの国営公
園で提供しているサービス水準や地域性等の観点から、適
正な入園料について更に検討していくこととしている。

表Ⅳ-9-6 国営公園入園料の改定に関する主な試行内容
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表Ⅳ-9-5 エコツーリズム推進全体構想の概要
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5. その他
① ジオパークの動向
2017年に第31・32回日本ジオパーク委員会が開催された。
現地調査の上、ユネスコ世界ジオパーク国内再認定、日本ジ
オパーク新規認定および再認定の審査が行なわれた。その
結果は、以下の通り（表Ⅳ-9-7）。

② 自然公園に関する計画等
● 岐阜県中部山岳国立公園活性化基本構想の策定
岐阜県では、中部山岳国立公園の活性化を図るための今 
後の取り組みの基本方針として、2017年7月に岐阜県中部山
岳国立公園活性化基本構想を策定（表Ⅵ-9-8）。そして、
同構想を具体化するための向こう５年間の取り組み計画を、
2018年1月に「岐阜県中部山岳国立公園活性化基本計画」
として取りまとめた。

● 「立山黒部」の保全と利用を考える検討会
富山県は、北陸新幹線の開業や外国人旅行者の増加な

ど、同県を代表する観光地である「立山黒部」を取り巻く現
状が大きく変化してきていることから、「立山黒部」を日本はも
とより、世界中の人々から「選ばれ続ける観光地」として、ま
たは「世界ブランド」としてさらなる高みを目指すための方策を
検討するため、2016年度に「立山黒部」の保全と利用を考え
る検討会を設置。3回の検討会を経て、2017年3月に中間報告
書を発表した。
「立山黒部」のこれからの方向性として、「「立山黒部」が
有する多種多様な「本物の価値・魅力」を、個人旅行者や訪

日旅行者にも提供」、「環境保全と観光振興の一体的な推進」、
「ターゲットは「本物の価値・魅力」を求める世界中の人々」
を掲げ、検討を進めるべき「２８のプロジェクト」を提案している。

③ 入域料に関する動向
● 座間味村における「美ら島税」の新設
2014年、慶良間諸島国立公園に指定された座間味村（沖
縄県）では、同年10月に「美ら島づくり条例」を施行し、歩き
タバコ、ごみのポイ捨て、廃車の放置の禁止等により住民にとっ
て住みやすく、観光客がまた訪れたくなる村づくりを進めてい
る。一方で、観光施設や周辺の維持管理には多額の経費を
要することから、「美ら島税」（法定外目的税）を創設すること
により安定的に財源を確保し、環境の保全と美化を図り、世
界に誇れる村づくりを目指すこととした。美ら島税の概要は次
の通り（表Ⅳ-9-9）。

● 竹富町における入域料導入に向けた検討
竹富町では、「地域自然資産法（正式名称：地域自然資

産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推
進に関する法律（2014年6月制定、2015年4月施行）」に基づく
「竹富島地域自然資産協議会」を2017年9月に発足し、入
域料の導入検討を本格的に開始した。同法に基づき、地域
自然資産区域内で自然環境の保全及びその持続可能な利用
を推進するために実施する事業であって、区域内に立ち入る
者から収受する料金をその経費に充てる「地域自然環境保
全等事業」や、都道府県又は市町村が、自然環境トラスト活
動を促進する「自然環境トラスト活動促進事業」等を「地域
計画」として定める予定である。（詳細は、翌年度）

（後藤　健太郎）

表Ⅳ-9-7 ジオパークの認定審査結果
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表Ⅵ-9-8 岐阜県中部山岳国立公園活性化基本構想の概要
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表Ⅳ-9-9 美ら島税の概要
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